
令和７年１１月 

民設民営放課後児童クラブ保護者各位 

世田谷区子ども・若者部児童課 

令和７年度世田谷区民設民営放課後児童クラブ利用料助成について 

平素より、世田谷区民設民営放課後児童クラブの運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

令和７年度１回目（上半期分）の利用料助成について、下記の通りご案内いたします。 

助成対象となる場合は、必要書類をご準備のうえ、申請期限までにご申請ください。 

■ 申請期限 ： 令和７年１２月１９日(金) 

■ 交付時期 ： 令和８年１月末頃 

【助成の対象世帯】 

以下①～③のいずれかに該当する、世田谷区民設民営放課後児童クラブ※１利用児童の世帯 

① 生活保護を受給している世帯 

② 住民税が非課税の世帯(世帯の１６歳以上の全員) 

③ 就学援助費を受給している、または就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合

を除く) 

※１：世田谷区放課後児童クラブ運営費補助要綱に基づく補助対象の民設民営放課後児童クラブ 

【注意事項】 

 ● 請求内容に不備があった場合は児童課よりご連絡いたします。その際は、交付時期が遅れる場合が

ありますので、ご了承ください。 

 ● すでに支給済みの利用分については申請できませんので、ご注意ください。 

 ● ２回目（下半期）の申請期限は、令和８年６月初旬頃を予定しています。 

● 申請期限（12 月 19 日）までに申請が間に合わない場合は、２回目でご申請ください。 

申請方法等の詳細は、区 HP をご確認ください。（ページ ID：10783） 

⇦左記の二次元コードからもアクセスできます。 

＜問い合わせ先＞ 

世田谷区 子ども・若者部 児童課 児童育成担当（TEL ０３－５４３２－２４９３） 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02247/10783.html

